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平成 30 年 8月例会：次第（平成 30年 8 月 25日開催） 

 

１.会長挨拶 

 

２.報告事項 

【会員の状況】 平成 30 年 7 月 

   (１)入会者： 

     退会者：加藤 卓司 先生 近江徳洲会病院 7/31付 

          後藤 萬美 先生 さいクリニック 7/31 付 

 

（２） 会員の状況（30年 7月） 

       Ａ会員： 136名、 Ｂ会員： 161 名、  合計： 297名  

 

【総  務  部】 

（１）「医療機関における障害者への合理的配慮 事例集」の周知啓発について 
   厚生労働省において医療機関における障害者支援や合理的配慮についての実態を把握する調査

研究が行われ、今般表題の事例集として報告されたとのことであり、各医療機関に対し障害者差別

解消法の趣旨を踏まえ当該事例集等を参考いただき、障害者が安心して医療機関にかかることがで

きる社会の実現に向けて理解と協力をお願いする旨、通知があった。 

    ※ 医療機関における障害者への合理的配慮 事例集 

      https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000331883.pdf  

※ 障害者差別解消法 医療関係事業者向けガイドライン 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/s

abetsu_kaisho/dl/iryou_guideline.pdf  

 

（２）診療情報の提供に関する指針について 
   医療機関が保有する診療情報を提供する際の留意事項については「診療情報の提供等に関する

指針」（平成 15年 9月 12日付）に示されているところであるが、今般、診療記録の開示に要する

費用についての疑義が多数寄せられていることを受け、改めて上記指針を踏まえた適切な対応をお

願いする旨、厚生労働省から通知があった。 

   当該指針の 7「（４）診療記録の開示に要する費用」において、医療機関の管理者は、申立人から

診療記録の開示に要する費用を徴収することができ、開示請求に対応する際に生じた人件費も含ま

れ得るものであると示されているが、手数料として徴収することができる費用の額は「実費」を勘

案して合理的と認められる範囲内とすることが必要とのこと。 

   ※診療情報の提供等に関する指針の策定について  

(平成 15 年 9 月 12 日) (医政発第 0912001 号)  

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知) 

     http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/640042.pdf  

 

（３）児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策等について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000331883.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/iryou_guideline.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/iryou_guideline.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/640042.pdf
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  本年 3 月に東京都目黒区で発生した児童虐待事案を受けて、政府において「児童虐待防止対策

の強化に向けた緊急総合対策」が策定され、日本医師会を通じて関係機関への周知と協力依頼があ

った。 

  病院、診療所は妊産婦や子ども、保護者の心身の問題に対応することにより、要支援児童等を把

握しやすい立場にあり、子ども虐待の早期発見・早期対応において重要な役割を担っていることか

ら、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供する

よう求められている。 

  また、このような情報提供については、個人情報保護法において、例外的に本人の同意を得ない

で情報を提供しても法律違反にならないことに留意していただきたいとのことである。 

  本緊急対策は、国、自治体、関係機関が一体となって子どもの命を守り、子どもが亡くなる痛ま

しい事件が二度と繰り返されないよう取り組みを進めるものであり、趣旨を理解のうえ適切な対応

をお願いしたい。 

 

（４）平成３０年度第２期の滋賀県医師会および日本医師会の会費について 
 口座振替ではない会員には請求書を8月下旬に送付するので、速やかにお振り込みください。

口座振替の会員には、8月27日（月）に指定口座から引き落としをさせていただきます。 

 

（５）２０１９年度版医師日記（手帳）の申込みについて 
 例年のとおり日本医師会から医師日記の斡旋案内があったので、必要な会員は下記により各地

域医師会事務局まで申込みいただきたい。 

1. 体  裁  前年度と同様 95×160㎜ 羊皮スウェード（えんじ色）透明カバー付 

2. 価  格  １冊2,100円 消費税込（今回の申込み以降個人で申請の場合は2,300円） 

3. 申  込  各地域医師会事務局へ現金を添えて申込み 

  （申込み締切は各地域医師会の指定による） 

4. 配布予定  平成30年12月初旬 

 

（６）平成３０年度 死体検案研修会(基礎)の開催について 
今般、日本医師会より平成 30年度死体検案研修会(基礎)の開催について案内があったので、参 

加希望の会員は下記ホームページより詳細をご確認いただきたい。 

開催日時：平成30年9月24日(月・祝) 10：00～17：30(受付9：00～) 

会  場：日本医師会館1F大講堂(東京都文京区本駒込2-28-16) 

定  員：300名(先着順、定員に達し次第締切) 

受 講 料：無料(※宿泊費、交通費は各自負担) 

申込締切：平成30年9月18日(参加申込みをされた際には本会にもご一報ください) 

詳    細：日本医師会HP「医師のみなさまへ」→「医療安全・死因究明」コーナー  

  (http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/) 

 

（７）医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 

  （医療広告ガイドライン）のQ＆Aについて 
 今般、医療法施行規則等の一部の改正に伴い、「医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病

院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」が改正され、本年 6月 1日から

施行された。これにより、平成 24年 9月 28日付「医療機関のホームページの内容の適切なあり

方に関する指針」（医療機関ホームページガイドライン）は廃止されるとのことである。 

 医療に関する広告を行う者は、患者の受診等を誘引するという目的を有するものの、その責務

として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正

確な情報の伝達に努めなければならない。 

 ついては、表題の新たな指針（医療広告ガイドライン）および当該ガイドラインに関する Q＆

Aを参照のうえ、医療機関のホームページ等を含む医業に対する広告について適正な維持管理に

努めるようお願いする。 

 厚労省 HP 参照 （医療広告ガイドライン）の Q＆A 

http://www.med.or.jp/doctor/anzen_siin/
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https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000344766.pdf  

 

（８）一定の病気等に係る医師による任意の届出について    （総務資料 1）ｐ.1 

  ・滋賀県警察本部交通部運転免許課高齢運転者等支援係より説明 

 

（９）夏休みの海外渡航者に対する感染症予防啓発について   （総務資料 2）ｐ.4 

 

（10）大津市の魅力に触れるウォーキング 開催のご案内   （総務資料 3）ｐ．6 

 

（11）平成 30 年度 死体検案研修会（基礎）の開催について   （総務資料 4）ｐ．7 

 

（12）平成 30 年度要保護及び準要保護児童生徒に係る医療券による治療について 

（総務資料 5）ｐ．11 

 

（13）救急医療ポスター及びＣＡＢ+Ｄカードの送付について  （総務資料 6）ｐ．17 

 

（14）平成 30 年度労災診療研修会の開催について       （総務資料 7）ｐ．18 

 

（15）湖南地域災害医療訓練の開催のご案内    （総務資料 8）ｐ．21 

 

（16）「第 224回 大腸疾患研究会」のご案内     （総務資料 9）ｐ．24 

 

（17）平成 30 年度就学時健康診断の実施にかかる協力について  （総務資料 10）ｐ．25 

 

（18）風しんの届出数の増加に伴う注意喚起について    （総務資料 11）ｐ．26 

 

（19）平成 30 年度 在宅医療セミナーの開催について    （総務資料 12）ｐ．28 

 

（20）平成 31 年度（第 32 期生）大津市医師会立看護専修学校生徒募集について 

・8月例会資料に学校案内等在中                （総務資料 13）ｐ．33 

 

（21）診療報酬の提供等に関する指針について(周知)      （総務資料 14）ｐ．34 

 

【学  術  部】 

［医  療  安  全］ 

（１）高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)について 
 高齢化の進展に伴い、加齢による生理的な変化や複数の併存疾患を治療するための医薬品の

多剤服用等によって安全性の問題が生じやすい状況があることから、平成 29 年 4 月に厚生労

働省に「高齢者医薬品適正使用検討会」が設置され、高齢者の薬物療法の安全対策を推進する

ために、安全性確保に必要な事項の調査・検討が進められており、今般、当該検討会において、

「高齢者の医薬品適正使用の指針」が取りまとめられたのでご確認願いたい。 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000344766.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208852.html 

 

（２）医療事故調査制度の普及・啓発に関する協力依頼について 
 本制度については平成 27 年 10 月より実施されており、制度の推進を図るために更なる普

及・啓発が必要とされている。医療事故調査・支援センターHP (下記 URL)よりポスター及び

リーフレットのダウンロードができるのでご活用いただきたい。 

https://www.medsafe.or.jp/modules/document/index.php?content_id=1 

 

（３）医療事故情報収集等事業第 53回報告書の公表について 
 今般、標記報告書が日本医療機能評価機構より公表された。同様の事例の再発防止および発生

の未然防止のため、標記報告書を活用されたい。 

 なお、報告書は（財）日本医療機能評価機構 HPに掲載 

医療事故情報収集等事業 HP 

 http://www.med-safe.jp/contents/report/index.html 

 

（４）医療事故情報収集等事業「医療安全情報 No.140 腫瘍用薬の総投与量の上限を超え

た投与」について 
 腫瘍用薬の総投与量について、添付文書に記載された総投与量の上限を超えて 

投与した後、患者に影響があった事例が 2件報告されてとのことであった。 

 詳細は、日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」のページを確認のうえ、ご留意願

いたい。 

   http://www.med-safe.jp/ 

 

（５）「重篤副作用疾患別対応マニュアル」のホームページ掲載について 
 今般、下記のとおり、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」の改定及び新規作成が取りまとめ

られ、厚生労働省 HPに掲載されたのでご留意願いたい。 

  1.次の副作用疾患の「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を改定又は新規作成。 

   (改定) 

    〇高血糖 

    〇低血糖 

    〇骨吸収抑制薬に関連する顎骨壊死・顎骨骨髄炎 

     ※ビスホスホネート系薬剤による顎骨壊死から改称 

    〇骨粗鬆症 

   (新規作成) 

    〇多形紅斑 

   なお、腎臓領域では、マニュアル全体を見直し、以下とした。 

    〇急性腎障害(急性尿細管壊死) 

    〇間質性腎炎(尿細管間質性腎炎) 

    〇ネフローゼ症候群 

    〇血管炎による腎障害(ANCA 関連含む) 

    〇腎性尿崩症 

    〇腫瘍崩壊症候群 

    〇低カリウム血症 

  2.改定及び新規作成した「重篤副作用疾患別対応マニュアル」は次の HPに記載。 

    〇厚生労働省 HP http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/tp1122-1.html 

  

 

（６）診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱い 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208852.html
https://www.medsafe.or.jp/modules/document/index.php?content_id=1
http://www.med-safe.jp/contents/report/index.html
http://www.med-safe.jp/
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/tp1122-1.html
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について 
  近年の放射線防護に関する国際的な知見に基づき、当該患者が退出するにあたり、一般公衆及

び患者を訪問する子どもの線量限度や介助者等の線量拘束値を確保するため、患者の退出基準等

が定められ、指針がとりまとめられた。 

  ついては、今後、診療用放射線照射器具を用いた治療については、同指針を参考に、安全性に

配慮して実施していただくようご留意願いたい。 

詳細は下記 HP「第 4回医療用放射線の適正管理に関する検討会 資料」を参照 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000191779.pdf 

 

（７）「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手 

順等の作成のための手引き)」の周知について 
今般、公益社団法人日本薬剤師会において、厚生労働科学特別研究事業で示された「医薬関係

者の副作用報告ガイダンス骨子」の趣旨を踏まえた薬局における副作用報告への具体的な取組み

を示すものとして、「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて

(実施手順等の作成のための手引き)」が作成された。 

同手引きでは、薬局における副作用等報告制度への具体的な取組みの例示として、「患者に未

知の副作用または既知であっても重篤な副作用の発生が疑われる事象が見られた場合、薬剤師は

患者への受診勧奨と共に、処方した医療機関に情報提供を行うこと」、「医師による副作用の診断、

患者の転帰、検査値等の副作用を疑う状態に関する情報等を医療機関と共有する中で、薬局から

副作用等報告する場合には、報告内容について処方元の医師(医療機関)に確認を依頼するととも

に、処方した医療機関は連名として記入し、報告書を提出すること」等、医療機関との連携に係

る内容が記載されているのでご確認願いたい。 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000212324.pdf 

 

（８）介護医療院創設に伴う死亡診断書(死体検案書)の記入方法の変更について 
 平成 30 年 4 月 1 日以降、介護医療院又は介護老人保健施設で死亡した者の死亡診断書（死体

検案書）を交付する場合は、死亡した施設について、介護医療院と介護老人保健施設を区別する

ことになったが、厚労省で平成 30 年 4 月分のデータを確認したところ、括弧内に介護医療院又

は介護老人保健施設の別を記載していない死亡診断書（死体検案書）が複数あったとのことであ

る。 

 ついては、「死亡したところの種別」欄で「３介護医療院・介護老人保健施設」を選択してい

る場合は、「施設の名称」欄に施設名を記入の後、括弧書きで“（介護医療院）”又は“（介護老人

保健施設）”と記入するようご留意いただきたい。 

 詳細は、平成 30年度死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルを参照 

 https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/ 

 

 

【保  険  部】 

(1) 高齢者に係る高額療養費制度の見直し等について 【日医常任理事通知（保 150）】 

（県医師会報８月号 P.28～P.29に掲載済）             （保険部資料 1）ｐ．38 

☆添付の資料を参照 

 

(2) 疑義解釈資料(その６)(その７)について 【日医常任理事通知（保 115）（保 128）】 

（県医師会報８月号 P.32～P.33に掲載済） 

   ※厚生労働省ホームページに掲載済 

   https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000336099.pdf  

      （7月 20日付け 厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000191779.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000336099.pdf
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     https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000340857.pdf  

      （7月 30日付け 厚生労働省保険局医療課事務連絡） 

 

 (3) 医療機器の保険適用について（８月１日保険適用分）及び「医療機器の保険適用に

ついて」の一部訂正について 【日医発第 529号（保 135）】【日医事務連絡（保 140）】 

 

 (4) 「滋賀県福祉医療費・精神障害者精神科通院医療費助成番号一覧表」（平成 30 年８

月１日版）について 
    （各診療所・病院には、国保連合会から今月の増減点通知等と一緒に直送済） 

 

 (5) 福祉医療費助成事業等受給者証の切替え、及び福祉医療費請求に係る窓口での資格

確認について 

（県医師会報８月号 P.43に掲載済） 

    ・各福祉実施主体者(市町)発行の福祉医療費受給(助成)券の有効期限が、毎年７月末日と

なっている（乳幼児福祉医療費助成制度は除く）ことから、８月以降、有効期限切れの

受給(助成)券で受診されることが予想される 

    ・当分の間は窓口事務において、福祉医療費受給(助成)券の有効期間及び資格の確認の徹

底を図っていただくことと、レセプト及び福祉医療費請求書(連名簿)の請求時には更新

後の資格にて請求いただくことにご留意願いたい 

 

〔その他〕 

(6) 向精神薬長期処方の研修「不安又は不眠に係る適切な研修」の要件について 

    （県医師会報８月号 P.49に掲載済） 

 

 (7) 各種施設基準の届出について 

   ①初診料に係る機能強化加算 → 要届出事項 

    ※初診料に係る「機能強化加算」についても、近畿厚生局滋賀事務所へ施設基準の届出が

必要である点にご留意願いたい 

   ②開設者が変更になった場合、移転開設した場合、医療法人化した場合、診療所から病院あ

るいは病院から診療所に変わった場合等は、従前の保険医療機関を廃止し、改めて新規指

定申請の手続きを行うことになる。このことに伴い、従前に届出していた健康保険法上の

施設基準等も改めて届出が必要となる。 

     上記の届出を行わなかった場合は、届出が行われていないこととなり、届出漏れが判明

した時点で、届出漏れの事項に係る診療報酬の返還請求が行われることになるので、十分

ご留意願いたい。 

   ☆施設基準等の届出書提出先・問い合わせ先 

      近畿厚生局滋賀事務所審査課 

        〒520-0044 大津市京町三丁目 1-1 大津びわ湖合同庁舎６階 TEL077-526-8114 

 

(8) 再診料に係る地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算及び地域包括診療料・認

知症地域包括診療料の施設基準にある『慢性疾患の指導に係る適切な研修』の要件

について 

    ※標記施設基準にある『慢性疾患の指導に係る適切な研修注)』の要件については、前回の施

設基準届出時から２年毎に当該研修を受講したことを証明する書類を近畿厚生局滋賀事務

所へ提出する必要があるので、前回 H28年 10月 1日付け算定開始で届出受理されている医

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000340857.pdf
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療機関にあってはご留意願いたい 

    ※注）日本医師会生涯教育制度に係る研修であり、２年間で通算 20時間以上の受講が必要 

20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして 29認知能の障害、74高血圧症、

75 脂質異常症、76 糖尿病を含んでおり、それぞれ１時間以上の研修（座学）を受講

しなければならず、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主

治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない 

    ※研修要件を満たせない場合は辞退の届出を提出する 

 

〔平成 30 年 7 月豪雨に関する情報〕 

(9) 平成 30 年 7 月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて（その 20） 

【日医常任理事通知（保 151）】 
 

※日医ホームページのメンバーズルーム内、医療保険の「地震などの災害時における保険診療

等に関する情報」のコーナーに関係通知が掲載されている 

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/jishin  

 
 

【公 衆 衛 生 部】 

［地  域  保  健］ 

(１)エボラ出血熱に係る注意喚起について 
  今般、世界保健機関（ＷＨＯ）より、コンゴ民主共和国北キブ州（North Kivu 州）において

エボラ出血熱が発生したと情報提供があった。 

発生地域であるコンゴ民主共和国北キブ州に渡航された方が受診した場合には、エボラ出血熱

を念頭に置いた診療を行うよう周知願いたい。 

 

（２）レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正につい

て（通知） 
  このたびレジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成 15 年厚生労

働省告示第 264 号)が改正された。これは、高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾ

ル（目に見えない細かな水滴）を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告

されたことを踏まえ、加湿器の衛生上の措置について明記するためである。主な改正内容は、加

湿器による衛生上の措置に関する項目を新たに設け、エアロゾルを発生させる加湿器の衛生上の

措置に関する基本的考え方、構造設備上の措置及び維持管理上の措置について定めたことである。

ご理解の上了知願いたい。  

 

（３）熱中症予防の普及啓発・注意喚起について 
 連日、記録的な猛暑になっており本年も多数の熱中症による健康被害が発生している。 

今後も気温の高い状態は続く見込みであり、熱中症にかかるリスクが高くなると予想されるこ

とから、本年は熱中症予防強化月間を 8月 31日まで延長するとのことである。 

国民一人一人に対して熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行うためのツールとしてリーフレッ

トやポスターが作成されたので、下記を参照のうえご活用いただき、啓発等にご協力願いたい。  

 また、熱中症患者が発生した際の医療機関等での適切な受け入れ、治療については、「熱中症

診療ガイドライン 2015」を参照願いたい。 

 

※ 厚生労働省   熱中症関連情報 

［施策紹介、熱中症予防リーフレット、熱中症診療ガイドラインなど］  

       http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/  

http://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/jishin
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
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  ※ 気象庁  熱中症から身を守るために 

［気温の予測情報、天気予報など］ 

 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html  

 

（４）風しんの届出数の増加に伴う注意喚起について 
 関東地方で風しん届出数の大幅な増加が報告されていることを受け、厚生労働省より周知依

頼頼があった。本件は、お盆期間中の多くの人の往来により、今後、広範な地域において風しん

患者が発生し、医療機関を受診する可能性があることから、発熱や発しんを呈する患者を診察し

た際は、風しんを意識した診療を行うこと、また、感染拡大防止のため、明らかに風しんの罹患

歴のある者、予防接種歴のある者、抗体陽性者を除いた者に対して任意の予防接種を検討するこ

とを依頼するものであるのでご留意願いたい。 

※国立感染症研究所 感染症発生動向調査（IDWR）（平成 30 年８月８日時点） 

https://www.niid.go.jp/niid//images/idsc/disease/rubella/2018pdf/rube18-31.pdf  

※厚生労働省 風しんとは 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/ 

kekkaku-kansenshou/rubella/ 

 

［救 急 災 害］ 

  (１)「救急の日」および「救急医療週間」の実施について 
 本年度も救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、かつ救急医療関係者の意識の高

揚を図ることを目的として下記のとおり実施される。ポスター等が配布されるので、院内掲示

等についてご協力願いたい。 

救急の日  9月 9日(日) 

救急医療週間  9月 9日(日)〜9月 15日(土) 

    (関係配付資料)  

CAB+D カード：各地域医師会を介して各医療機関へ配布予定 

救急ポスター：日医雑誌 8月号に同封される 

 

（２）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の適切な管理等の実施について 
AED を設置している医療機関においては、消耗品の適切な交換などの維持管理の方法を十分に

理解し、日頃から意識するよう周知徹底をお願いしたい。また、AEDの製造業者が提供する日常

点検や維持管理等の各種サービスの活用も有効と考えられるので、必要に応じて活用することも

検討していただきたい。 

 なお、AEDの設置機関が行うべき事項等は次のとおりであるので、ご確認願いたい。 

〈AED の設置者等が行うべき事項等について〉 

①点検担当者の配置 

②点検担当者の役割：日常点検の実施、表示ラベルによる消耗品の管理、消耗品交換時の対応 

 

 

３.講演会・研修会等のご案内                （総務資料 15）ｐ.40 

 

４.当医師会 9月の行事予定表                （総務資料 16）ｐ.41 

 

 

 

 

 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html
https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/2018pdf/rube18-31.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
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☆★☆ 医協連絡事項 ☆★☆ 

 

≪JapanDoctor’sCARD 新規入会キャンペーンのお知らせ≫ 

9 月 30 日までに新規ご入会いただいた方から抽選で旅行券が当たるキャンペーンを実施しています。 
JapanDoctor’sCARD は医師協同組合の組合員である医師とそのご家族のみが保有できるクレジットカ

ードで、有名百貨店のお支払が最大 5％off、有名ホテルでの宿泊料やレストランが 10％off 等の加盟店

特典があります。一般カードであれば年会費無料でおつくりいただけますのでこの機会にぜひお申込み

ください。 

≪夏の医療機器キャンペーンのご案内≫ 

「医師協スクエア」でもご案内いたしましたが、ただいま夏の医療機器キャンペーンを実施しています。

日本光電の心電計・ホルター・AED を 9 月 30 日まで特価でご提供中です。デモも可能ですのでお問い

合わせは購買課までお早めにご連絡ください。 

≪ジャガー・ランドローバー・ジャパン㈱との新規提携のお知らせ≫ 

全国医師協同組合連合会で新たにジャガー・ランドローバー・ジャパンと提携を開始いたしました。正

規ディーラーでご購入される場合 5％割引の特典をお受けいただけます。割引特典の適用には来店ある

いは商談前に事前申請が必要になりますので購買課までご連絡ください。 

≪介護補償制度の取扱い開始≫ 

7 月 1 日より新たに全国医師協同組合連合会を団体契約とした「介護補償制度」の取扱いを開始いたし

ました。 
特長としては要介護状態（要介護 2 以上）となった場合に一時金として最大 1,000 万円まで補償し、ご

本人はもちろん配偶者、ご両親の介護も対象となります。また加入時は医師の診査は不要で告知のみで

ご加入いただけます。詳細については当組合福祉課までご連絡ください。 
 
 

～滋賀県医師協同組合に未加入の先生方へ 
当組合へご加入いただくことで、様々な組合メリットをご利用いただけますので是非ご検討くださ

い。 
またご存知ない先生方がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

加入要項 

①滋賀県内の開業医（正組合員） 
②滋賀県内の病院または診療所に勤務する医師（勤務医部会員） 
ご加入時に出資金（預り保証金）1 万円をお預かりさせていただくだけで賦課金・会費

等は一切ございません。なお、出資金（預り保証金）は組合脱退時にご返金させていた

だきます。 
＊詳しくは当組合まで（０７７－５１６－８６６０）までお問い合わせください。 
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★資料は草津栗東医師会ホームページ会員ページに掲載 
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